
 

 

 

 
 

 

～第８期計画から介護保険料が減額されます～ 
 

 令和３年度から令和５年度にかけて第８期介護保険事業計画が始まりました。 

 介護保険料は、介護保険事業計画に基づき、介護保険事業を健全に運営できるよう設定して

いますが、平成１２年度の制度開始以来、全国的に上昇を続けており、制度維持のためには全

てのかたが確実に負担できる額にすることが必要です。 

第８期介護保険事業計画における介護保険料は、市民のみなさんの負担を少しでも軽減で

きるよう、基金を充当し、基準額（月額）を第７期計画の４，８００円から、４，７００円に

減額改定を行いました。 

また、第１段階から第３段階のかたを対象とした、国の低所得者対策に伴う介護保険料の軽

減強化につきましては、令和５年度においても、公費を投入し、負担軽減を図ります。 
 

 
  

 

 

 

 

介護保険料を滞納していると、滞納した期間に応じてサービスを利用した場合の給付に 

制限がかかります。介護が必要になったときに、安心してサービスの利用ができるよう 

に介護保険料を納付しましょう。納付が難しい場合は保険料の分納対応や減免などを受 

けられる場合もありますので、ご相談ください。 

 

※ 空知商工信用組合では、令和３年４月１日以降、介護保険料の納付書での 
納付、口座振替はできません。 
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基準額（月額）を減額

保険料率を軽減

介護保険料についてのお知らせ 

介護保険料の納め忘れにご注意ください！ 

６５歳以上のみなさまへ 



 

各段階の介護保険料は下記のとおりです。 
第８期（令和３年度～令和５年度）軽減適用：令和５年度 

段 階 対 象 者 基準割合 月 額 年 額 

第１段階 

・生活保護受給者 

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税 

・世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収 

入額と合計所得金額の合計が８０万円以下 等 

4,700 円 

×0.5 

↓ 

4,700円 

×0.3 

2,350 円 

↓ 

1,410円 

28,200 円 

↓ 

16,920円 

第２段階 

世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入

額と合計所得金額の合計が８０万円を超え１２０

万円以下 

4,700 円 

×0.75 

↓ 

4,700円 

×0.5 

3,525 円 

↓ 

2,350円 

42,300 円 

↓ 

28,200円 

第３段階 

世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入

額と合計所得金額の合計が１２０万円を超える 

4,700 円 

×0.75 

↓ 

4,700円 

×0.7 

3,525 円 

↓ 

3,290円 

42,300 円 

↓ 

39,480円 

第４段階 

世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課

税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合

計が８０万円以下 

4,700 円 

×0.90 
4,230 円 50,760 円 

第５段階 

(基準額) 

世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課

税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計

が８０万円超 

4,700円 

×1.00 
4,700円 56,400円 

第６段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が１２０万円

未満 

4,700 円 

×1.20 
5,640 円 67,680 円 

第７段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が１２０万円

以上２１０万円未満 

4,700 円 

×1.30 
6,110 円 73,320 円 

第８段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が２１０万円

以上３２０万円未満 
4,700 円 

×1.50 
7,050 円 84,600 円 

第９段階 
本人が市民税課税で、合計所得金額が３２０万円

以上 

4,700 円 

×1.70 
7,990 円 95,880 円 

 

○ ４０歳から６４歳のかた（第２号被保険者）の保険料について 
 加入している医療保険の算定方法により介護保険料相当額が決定され、医療保険と一括し 

て納めていただくことになっています。詳しい算定方法は医療保険者（国民健康保険、社会 

保険等）にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 太枠内は軽減対象

となる段階です。 

令和５年度の介護保険料は、７月上旬に通知書を送付しますので、詳しい金額

等については通知書をご確認ください。 

 

お問い合わせ／介護高齢課介護保険係 ☎２７－７３６７ 


